






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ａ－１ Ａ－２ Ａ－３ Ａ－４ Ａ－５

面積 約14.0ha 約0.8ha 約7.9ha 約0.4ha 約0.6ha 約0.9ha 約3.0ha

建築物の
用途の制限

【建築可能なもの】
   （概要）

・店舗 （500㎡以下)

・事務所(2階以下

　かつ1500㎡以下)

・診療所
・保育所
 （主に地区内で就業

  する方用）

・郵便局等公益上

必要な施設

・自家用倉庫
　（1,500㎡以下）

・畜舎（15㎡以下）

・パン屋等食品製
 造業を営む工場
・危険物の貯蔵施設
  等（準住居地域程度）

・附属建築物

・住宅
・兼用住宅
 （事務所、喫茶店、

   理髪店等）

・診療所
・農産物直売所、
 農家レストラン
　等（500㎡以下）

・郵便局等公益上

必要な施設

・自家用倉庫
　（農産物等の貯蔵）

・附属建築物

建築物の
容積率 ・ 建ぺい率の
最高限度

100％ ・ 50％
※角地緩和あり
（建ぺい率60％）

建築物の敷地面積の
最低限度

5,000㎡

壁面の位置の制限

建築物等の形態
又は意匠の制限

建築物の高さの
最高限度

道路斜線制限
あり

道路・北側
斜線制限あり

10ｍ以下

垣又は柵の構造の
制限

・建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、右の図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

・厚木市景観計画を遵守し、地区周辺の農地や住宅地との調和に配慮したものとする。
・産業系地区は、工業系施設による街並みが無機質で圧迫感のある景観とならないよう、建築物や工作物の色彩や配置の
　工夫、敷地内の緑化等を促進する。
・非産業系地区は、街並みを豊かにするよう隣地との連続性に配慮し、敷地内の緑化や、建築物のデザインの工夫に努める。
・屋外広告物は、景観と調和するよう位置、大きさ、色彩、装飾等に配慮したものとする。

なし

・道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又は透視可能なフェンス等とし、基礎を設置する場合は、敷地地盤面からの
　高さを0.6m以下とする。

地区の区分
産業系地区Ａ

産業系地区Ｂ 非産業系地区

なし　（用途地域における制限あり　200％・60％）

なし

５ 変更(案)の概要③ 地区計画の変更 

・地区計画とは、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境をつくるため、道路・公園等の配置や

建築物の用途、形態等に関する制限などについて、きめ細かく定める地区レベルの都市計画です。 
 

・当地区の市街化区域編入時(令和元年９月)に、地区全体に「南部産業拠点(酒井地区)地区計画」を都市

計画決定し、地区計画の目標や土地利用の方針などの「地区計画の方針」までを定めました。今回の

変更では、地区施設の配置や建築物等に関する事項などの「地区整備計画」を新たに定めます。 

 

 地区整備計画(案)の概要  

【既決定事項】（計画書抜粋） 

南部産業拠点(酒井地区) 

地区計画 
 
面積 約 27.6ha 

〇建築物等に関する事項(概要) 〇地区施設の 

配置及び規模 

※ 詳細の内容は、「資料３」を御確認ください。 

４ 

〇概要図 

・工場の中でも特に危険性の

高い工場を規制（火薬類・可燃

性ガス等の製造を目的とした工場） 

 

・Ａ－１、Ａ－２で規制する危険性の高い工

場のほか、環境を悪化させるおそれのある

工場も多く規制 

 

【 共 通 】 

・事務所     ・保育所（主に地区内で就業する方用） 

・郵便局等公益上必要な建物 

・倉庫       ・工場（規制する工場以外） 

・危険物の貯蔵施設等（準工業地域程度）     ・畜舎（15 ㎡以下） など 

・併設店舗 
（1,500 ㎡以下） 

・併設店舗 
（500 ㎡以下） 

・店舗 
（1,500 ㎡以下） 

・店舗 
（1,500 ㎡以下） 

・店舗 
（500 ㎡以下） 

第１号 
公園 

第２号 
公園 

第３号 
公園 

調整池 

区画道路１号 

区画道路２号 

A-1 

A-3 

A-5 

A-3 

A-3 

A-4 
A-2 

区画道路
区画道路１号　　幅員　9.5ｍ　　延長　210ｍ
区画道路２号　　幅員　9.5ｍ　　延長　60ｍ

公園
第１号公園　　　　面積　約2,000㎡
第２号公園　　　　面積　約1,000㎡
第３号公園　　　　面積　約5,300㎡

※ 配置は概要図に表示のとおり 

産業系地区Ａ
　周辺の農地及び住環境に配慮しながら、研究開発、製造・流通
業務関連施設を基調とした土地利用を図る。

産業系地区Ｂ
　周辺の農地及び住環境に配慮しながら、一定規模の工場及び
事業所を基調とした土地利用を図る。

非産業系地区
　既存住宅や農地を集約するなど、周辺の住環境に著しい影響を
及ぼさない土地利用の誘導を図る。

土地利用の方針

・診療所 ・診療所（主に地区内で就業する方用） 

地区計画の区域

産業系地区Ａ（工業地域）

産業系地区Ｂ（工業地域）

非産業系地区（準工業地域）

地区施設（公園）

地区施設（区画道路）

都市計画道路

地区施設以外の区画道路

特殊道路

凡　　例

３ 

道路の境界から3.0ｍ以上後退

道路等の境界から1.0ｍ以上後退

壁面の位置の制限

追
加 








